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　　　　　構造改革特別区域における

株式会社立大学・大学院の設立とその背景

　　　　一
千代 田 区の 5 大学を事例として

一

O 田部井 潤（東京国際大学） O 栗栖 淳（国士舘大学）　 渡部 晃正 （信州大学）

1 研究の 目的と背景

　本論の 目的は，構造改革特別区域（以下，1構造

改革特区」と税す る）を利用して学校設置会社により

設置された大学・大学院 （以下，「株式会社立大学」

と称する）の 設立とそ の 背景を検討し，そこにおける

教育の 現状と課題 につ い て 明 らか にすることに あ

る。

　 2004年 4 月，2 っ の 学校設置会祉により，日本で

初めての 株式会社による大学と専門職大学院がそ

れぞれ設置された 。 これ は構造改革特区制度を利

用したもの で ，株式会社による大学経営参入 の到来

を意味するもの である。従来，学校は公共性の高い

もの とされ，その 設置主体になれるの は ， 国（国立大

学法人），地方公共団体，学校法人に限られ ，営利

を 目的とした株式会社の 学校設置事業 へ の 参入

は，学校教育には馴染まない とされ て きた。しか し，

地域特性を生かした教育や地域産業を担う入材育

成の 必要性などに対応するための 教育または研 究

を，株式会社の 設置す る学校が行 うことが適切か つ

効果的で あると認められた場合， 株式会社による学

校設置が可能となっ たの で ある。

　 2007年 4A 現在，株式会社立大学は 7校設置さ

れており，
この うちの 5 校は，キャリア教育推進特 区

制度を利用して千代田区に所在して い る e 高等教育

機関以外 で は ， 岡山県御津町 （現 ・岡山市）の 御津

町教育特区制度を利用し，2004 年 4 月に朝 日塾 中

学校 （設置会社 ：株式会社朝日学園〉が開校して い

る。 さらに，高等学校につ い て は，同年 9A に石川

県白山市に開校したアッ トマ
ー

ク国際高等学校（同：

株式会社ア ッ トマ
ー

ク・ラー
ニ ン グ）をは じめ，合計

で 13校が開校してい る。 内閣官房構造改革特区推

進室の調べ によれば，　28 の 特区に 立 地する株式会

社立学校には，約 6，eOO 人が入学して い るとされて

い る
ω。

　 米国に お い て，株式 会社とい う営利組織が 大学を

経営することは 目新しい ことで はない
。 1976年 にフ

ェ ニ ックス 大学が創設され て 以来，成人学生を主な

対象とする株式会社立大学は増え続けて い る。 ただ

し， 吉田 （2005）は，米国の株式会社立 大学は，「就

労者が学位を取 り直すことで キ ャリア ア ソプ の 道が

拓けるとい うアメリカ社会 の雇用慣行の 上に成り立っ

て い るもの である」と述べ
， 日本における株式会社

立大学を取り巻く社会的環境とは状況が異なること

を指摘して いる 
。

2 構造改革と株式会社の学校参入

　わが国で は，国民負担の 軽減 ， 行革事務の 簡素

合理化，民間活力 の 助長等の 観点を踏まえ，閣議

決定等に個々 の 規制緩和措置を盛 り込みながら行

政改革が進められ て きた（以下，概要）。

01980年代の 第 2次臨時行政調査 会（1981
〜83 年）

○第 1次 臨時行政改革推進審議会（1983〜86年 ）および

　第 2次 臨時行政改革推進審議会（1987〜89年）

○構 造 改 革特別 区域 法 （以 下，「特 区法」と称する）の 施行

　 （2002 年）

○ 内閣に構造改 革特区推進本部を設置（2002年）

　構造改革特区とは，特区法第 二 条の 「地方公共

団体が当該地域の 活性化を図るために 自発 的に設

定す る区域であっ て，当該地域の特 陸に応じた特

定事業を実施し又はそ の 実施を促進する」もの をい

う。つ まり従来 ， 教育・物流・研究開発・農業・社会福

祉・その 他の 分野にお い て ，さまざまな規制に より実

施が困難であっ た事業を，地方公共団体が 「規制の

特例措置」を受けることにより，それを可能とするも

の で ある。 本研究で述べ るような株式会社の学校経

営 へ の参入は ， まさに構造改革特区の 一例で ある。

また特区に は ，地域の 活陸化の みならず，その 成功

事例により，全国的な規制改革に波及させ ，国全体

の経済を活陛化させるとい う意図も含まれ て い る。

　特区の認定申請は ，地方公 共団体に限られ ，民

間事業者は地方公共団体に申し出るこ とにより事業

を実施で きる仕組みとなっ てい る。 申請した特区計
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画 が内閣総理 大臣 の 認定を受けると，「特区」が誕

生するが，国による税の減免や補助金等従来型の

財政措置は講じられないとされてい る。2003 年 4 月

21 日の 第 1回 申請から，
2006年 11，目 16 日の 第 12

回認定分までに 604 の 特区が認定され て い る。この

うち ， 文部科学省が所管となる特区（他の省庁との重

複を含む），い わゆる教育特区は 172に及ぶ。

　特区法を利用した株式会社立大学の 設 置は，概

ね，以下の ような手順で 「特区」の 認定を受けること

になる。

  地方 自治体の 自発的発意と地 域の 民問事業 者等 の 創意工

　夫を連携・共働し，自治体は 単独または共 同して ，規制の

　緩和・
撤廃等につ い て の 認可を申請する。

  申請 を受 けた，内 閣府構造特 区改革担当室（内閣官房 ）

　は，提案をとりまとめ関係省庁と調整し，規制の 特 例措置を

　認定する。

  規制緩和の 特例措置の 認 可を受けた 自治体で は，自治

　体，学校法人，民間企業，NPO などの 団体および個人が，

　獺 賠置を活用す ることが で きる。

次に，株式会社立大学の設置者である学校設置

会社は ，法規上，以下の ように規定されて い る。学

校教育法第二 条で は ，
「学校は ，国，地方公共団体

及び私 立学校法第三条に規定する学校法人の み

が ， これを設置することがで きる」と記されてい る。し

かし，特区法第十二 条に お い て
， 学校教育法 の 特

例措置として 「地方公共団体が ， そ の 設定する構造

改革特別区域に お い て
， 地域の 特陸を生かした教

育の 実施の 必要性，地域産業を担う人材の 育成の

必要性そ の他の 特別 の 事情に対応するため の教育

又は研究を株式会社の 設 置する学校が行うことが適

切か つ 効果的であると認 めて内閣総理大 臣の 認定

を申請し，その 認定を受けたときは，「学校法人 ］と

あるの は 「学校法人又は学校設置会社」とする」とあ

り， 学校設置会社 ， すなわち株式会社による学校設

置が認 められるようになる。この学校設置会社に 関

しては ， 同法第十二 条第二 項に次のような条件が規

定されてい る。

  文部科学省令で 定める基準に適合する施設及 び設備又 は

　これらに要する資金並び に当該学校 の 経 営に必要な財産

　を有すること。

  当該学校の経営を担当する役 員が学校を経 営す るために

　必 要な知識又は経験を有す るこ と。

  当該学校設 置会 仕の 経営を担 当する役員が桂会的信望を

　有すること。

　 特区申請で は，設置会社の 設立を経てから， 従

来の 大学・大学院申請と同様の 手続きをもっ て株式

会社立大学は設置認可される。

　大学設 置にあた っ て，規制の特例措置の所管は

文部科学省で あり，学校教育法上 の 学校として 関連

規定の 適用を受ける。つ まり，設置主体が何であろ

うとも，特例措置を除く大学設置基準を満たす必要

があり，当然，法制化された認証評価も受ける必要

がある。 教育の 質保証とい う点で は，株式会社立大

学は，既存の 大学と何らの 差異は ない の である。 た

だ し，株式会社立大学の設置は ， あくまでも 「特区

法」の 範囲内で
， より正 確に述 べ れ ば，構造改革特

区として内閣総理 大臣により認定された区域内で ，

学校設置会社が 設立され ， それが設置者となる場合

に限られ てい る。

　なお，特区法で は，株式会社立学校の経営状態

が悪化した場合 ， 特区計画を申請した地方公共 団

体が学生・生徒の 修学が維持できるよう転学の斡旋

を行うなどの ， い わゆるセーフ テ ィネッ トを講じるよう

求められ て い る。

3 千代田区キャ リア教育推進特区の 事例

　千代田区の 「キ ャリア教育推進特区」は，2003 年

10月の第 3 回認定申請の なかで 申請され ， 同月 24

日に特区認定されて い る。構造改革特区の 範囲は，

東京都千代田区全域である。 株式会社立大学の設

置に関する担当窓 口 は，区の 政策経営部 で あり，千

代田区長と事業者（＝学校設置会社）との 間で 協定

書が締結されることにより特区の 利用が可能となる。

大阪市の 場合，同様に，市の 全域を範囲として 「ビ

ジネス 人材育成特区」が認定（2003 年）されて い る。

また，福岡県および福岡 市では，「アジア ビ ジネス

特区」が認定（2003 年）され て おり，「学校設置会社

による学校設置」等は，2004 年に，「イン ターネッ ト

等の みを用 い る授業を行う大学における校舎等施

設 に係わる要件の 弾力化に よる大学設 置事業」は

2006 年に追加認定され てい る。

千代田 区の キャリア教育推進特区 の 概要 は ， 以下

の 通りである。

株式会社が大学や大勃院の 設置主体となることを認 めるこ

とに より，地域にお けるキャリア 教育を推 進し，高 い 専門性 を
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もっ た人材の輩出，地 元企業との 連携の 充実など， 地 域経済

産 業の 活牲 化を図る。また，実学の ニ
ーズ に 応える専門教育

機関の 開設により，教育の 多様化を図るとともに，区民の キャ

リア 教育の 推進を図る。

　また，この特区に適用される規制の 特例措置は，

以下の 通 りである。 なお ， （　 〉内の 数事は ， 適用特

例番号を示 してい る。

「学臓 殳置会社による学校設 置」（816）

「覦
・
杉捨 σ）自E頌斤冫自「を勲 レ、丿（驪 」（821）

　　　　　　（以一上ニ1ま，2003年 10丿弓　24　日｝こ認定）

「大学設置に お ける校地面積基準の 引き下げJ（811）

「運動場に 係わる要件の 弾力化 による大学設 置」（828）

「空地にか か る要件の 弾力化 による大学設置」（829）

　　　　　 （以上は ， 2004年 6月 21目に認定）

4 株式会社立大学の概要と特徴

　　　　一千代田 区の 5大学を中心に一

　表 1と2は，株式会社立大学および大学院 （3）の概

要お よび 特徴をまとめ たもの である。

5 まとめ

　これまで，千代田区に設置された 5つ の 株式会社

立大学を中心に，その設置背景，概要と特徴につ い

て み て きた。ここで は ，共通 点ならび に相違点 に っ

い て考察し，株式会社立大学の 閥題点や可能性を

探っ て みた い。

　第
一

に，各大学の共通点として ，その 多くが，キ ャ

リア 教育，とくに実践的営みや実学を重規した大学

であり，明確な卒業後の 進路とキ ャ リア ア ップを想定

した教育プ ロ グラムを提供して い る点を指摘できよ

う。
つ まり， 従来 ， 大学で は あまり意識されて こな か

っ た咄 口 」，すなわち卒業修 了後に，学生が実際

の 職場で活用できる実践的能力を身にっ けて い る

ことを，その教育目標としてい る。

　第二 に，設置会社の 多くは，これまで IT，資格取

得 ，
ビ ジネス とい っ た分野 で の 民間教育サービス を

提供してきた経験を持っ ており，今回 ， それを生かし

て学校教育法第
…

条の 定める学校教育へ の 参入を

果たしたとい う点が指摘で きる。すなわち，大学（学

士課程）で は，設置会社の蓄積してきた資源を活用

した資格や技術 の 取得を ，

一
方，専門職大学院で

は，社会人の 学習ニ
ーズに対応するプ ロ グラムを提

供 してい る。

　
一方，これ らの 大学の あい だには ，相違点もみ い

だされる。 第
一

に，LEC 大学とデジハ リ大学で は，

出願時に実務経験を問わない の に対して，BBT ，日

本教育，グロ
ービス の 各大学では，実務経験を出願

資格としてい る。
こ れは ， 前者の 教育内容が 資格取

得や H技 術の 習得に特1匕してお り，必ずしもそれ ま

で の個々 人の キャリア と直接的に関連しなくともよい

の に対して，後者で は ，職業キャ リア の ブ ラッシ ュ ア

ップを目指して おり，その 前提として ，入学者の ス ク

リ
ー

ニ ン グが重視され て い るもの と考えられる。職業

の ブラッ シ ュ ア ッ プ に関するユ ニ
ー

クな試み として

は，日本教育大学にお ける学生 の 生活 費捻出の支

援策がある。具体的 に は，大学が学生 に ，設置会社

の 経営する学習塾で の アル バ イトを斡旋するもの で

ある。社会人が仕事を続けながら修学で きるような

BBT 大学やグロ
ービ ス 大学とは反対に，日本教育

大学で は，学生が修学しながら将来就くことが想定

されて い る職業に関連した仕事が できる仕組みを整
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えて い るの で ある。

　 第二 の相違点と して は，LEC 大学，　BBT 大学と

サイバ ー大学は，通信を用 い た教育を実施 してい

る。しか し，LEC 大学の 場合， 通学を前提とする通信

制を採用してい るの に対して ，BBT 大学の 場合，ス

クーリングはあるもの の在宅型の授業形態を採用し

て い る。また，サイバ ー大学は，授業はすべ て イン

タ
ーネッ トの みでおこなわれ ，

ス ク
ー

リングもない 。 こ

の ように，通信制とい っ ても ， そ の 方法には差異が

みられる。さらに，BBT 大学とサイバ ー
大学の通信

制を考えると，特区とい う枠組みを越え，これらの 大

学がすで に全国展開して いるとい うこともできる。

　株式会社立大学は，その すべ てが定員を充足し

て い るわけではない が ， 競争の 激しい 大学教育市

場に新規参入し，学生を集め て いる。その 理由は，

次の ように分析されよう。そこで は，構造改革とい う

単なる追い 風だけで はなく，変化する教育市場・雇

用市場の動向を株式会社立大学は的確にとらえ ， そ

れを実際の キャ リア教育へ とつ なげるこ との で きる組

織として の 迅速さを指摘できる。さらに，株式会社立

大学には，設置会社における資源の 蓄積 （教育カリ

キ ュ ラム 並びに実祉会で 活躍して い る人材との 繋が

りなど）もある。そ の 上 ， 実際の 教育方法に つ い て

も，株式会社立大学が独 自に持っ て い た強み が あ

っ たことを指摘で きよう。BBT 大学にみられるような

徹底したネッ トワークとマ ル チメディア の 利用 ， サイ

バ ー大学の 完全イン タ
ーネッ ト利用 ，そしてグロ

ー

ビ ス 大学の 社会人学生の 生活サイクル に合わせた

開講制度は ， たとえ，そ の 必要性 が理解されてい た

としても ， 簡単に導入 することの で きな い もの で あ

る。

　加え て，これらの 教育課程や教育方法をキ ャリア

教育に活用するため の 学校設置会社の財務面も忘

れてはならな い要因で あろう。設置会社等は，公表

され て い る限りにおい て は健全な財務内容を有して

い る。設置会社の財務体制や株式市場を通して行

える資金調達は ，学校法人の 大学における学債募

集にみられる資金調達とは比 べ もの にならない 規模

を持っ てい る。株式会社立大学が軌道に乗るまでの

財務的支援をこれ ら設置会社等が 担っ て い るこ と

は，学校経営にとっ てもプラス 要 因であるが ， 反面，

国か らの補助金や税制の 優遇措置を得られ ない と

い うマ イナス 要因も指摘できる。

　ただし，株式会社立大学の 数は急激に増加して

い るわけで はない 。その 理由としては，株式会社立

大学の 社会的ミッシ ョン の 不明瞭さが指摘できよう。

株式会社とい う組織形態が持 つ 「利益追求（単なる

収益の みならず，社会的知名度や新しい 教育方法

の実験と成果の 蓄積など）」という使命と， 学校とい う

教育機関が前提としてきた 「（永続 陸をともなっ た）非

営利事業（の 継続）」とい う性格との 二律背反が論理

的な整合陸を欠い て い る 点が指摘される。そ の
一

端

は，例えば，大学の 使命である「教育」や「研究」とい

う側面に お い て顕在化して い る。さらに
， 文部科学

省は，多くの専任教員が大学で教育も研究も行っ て

い ない 点などが ， 大学設置基準等 の 法令に違反し

て い る疑い があるとして，学校教育法第十五条第
一

項の規定に基づ く初の 改善勧告を株式会社立大学

の
一

つ に対して行っ た。また
， 他の株式会社立大学

に対しても，設立時に留意事項が付され ，設立後の

アフ タ
ー

ケアの 勧告もなされ て い る。 2006年 4 月に

デジタル ・ア ニ メ
ー

シ ョン の 専門職大学院の 開学を

目指した株式会社に対して ，文部科学省は，専門職

大学院制度の趣旨に対する理解が不十分で あり，ま

た，設置の 目的を実現するための教員組織 ， 教育課

程，施設
・
設備などにつ い て総じて鞴 不 足である

こ とを理 由に ， 設置判定「不可 」とした 。 この ように ，

株式会社立大学をめぐる劇 竟には厳しいもの がある

こ とは確か で あり，そ の 意味で は ，い まだ 日本に お

ける株 式会社立大学は黎明期にあるとい っ てもよい

だろう。 今後 ， 高等教育以外の 株式会社立学校の 状

況把握も含め，さらに精緻に調査研究を進めて い く

必要があろう。

注

（1）内閣官房構造改革 特区推 進室，2006，『特区に お ける経済

　 効 果』，P．3，

（2）吉 田文，2005，「フ ェ ニ ッ クス 大学はなぜ 強い の か ∬カ レッ

　 ジ マ ネジメン ト』133，リクル ート，pp．　44−48．

（3）各 大学の 略称は次の 通 りで ある。LEC 東京リーガル マ イン

　 ド大学 ：LEC 大学，デジタル ハ リウッド大学院大学（2005年

　 4 月に、デジタル ハ リウッド大 学へ 名称変更）：デ ジハ リ大

　 学，ビ ジネス ・ブ レ ークス ル
ー
大学院大学；BBT 大学，日

　 本教育大学院大学 ：日本教育大学，グロ
ー

ビス 大学院大

　 学：グロ
ー

ビス大学。
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　本研究は，平成 17年度東京国際大学特別研究助成費 （研

究課題名 ： 「営利組織に よる教育機関と教育マ
ー

ケテ ィ ン

グに関する基礎的研究」 代表者 ： 田部井 潤）に よ り実施さ

れ た調査研究の 成果の
一
部で ある。

一238一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


